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Ⅳ 園芸施設共済制度について（平成30年11月現在）

平成31年１月に制度の改正が予定されています。
改正点を確認し、農業共済制度を積極的に活用しましょう。

１ 加入の仕組み
〇パイプとフィルムを加入します。
○補償期間は、２～12ヶ月の間で被覆期間にあわせて加入します。
〇所有するすべて全棟加入です。
〇施設の形式毎に引受、評価方法が異なります。
○評価額の60～80％の補償となります。
○附帯施設・施設内農作物・撤去費用・復旧費用の共済目的にも加入することができ
ます（農家選択）。

２ 共済事故の対象
○風水害、ひょう害、雪害、地震、噴火
○火災
○車両及び積載物の衝突、接触
〇鳥獣害

３ 損害が発生したら
○共済組合へすみやかに事故の報告をします。

４ 損害評価の方法
(1)ビニールが破損した場合（図１）

〇妻面Ａ面Ｂ面をそれぞれ被害割合で認定します。

〇屋根面、側面（Ａ面Ｂ面）について、破れた範囲（スパン数）により損害を

認定します。

〇屋根面左右が分離型の場合、Ａ面Ｂ面分けて認定します。

〇それぞれ構成された割合毎に被害面積を算出します。

この場合、屋根面１０スパンの被害認定になります。

図１ 損害箇所の認定（ビニール）
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(2) パイプが破損した場合（図２）

パイプの損害（５種類）

①ちぎれ、のび、き裂

②腰折れ

③まがり、ねじれ

④回転、移動

⑤引抜け、はく落

この場合、６スパンの被害認定になります。

➀被害のあった本数（スパン数）を認定します。

②引受けた評価額に総スパン数で除して、１本当たりの単価を算出します。

被害額 ＝ ②（１本当たりの単価）× ➀（被害スパン数）

ＮＯＳＡＩみなみ資料より引用

次頁より園芸共済パンフレットを資料とさせていただきます。

図２ 破損箇所の認定（パイプ）
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